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上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
（
令
和
８
年
６
月
改
訂
版
）
に
係
る
新
旧
対
照
表
 

改
正
前
 

改
訂
後
 

頁
 

改
訂
理
由
 

１
 

上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
の
改
訂

の
趣
旨
等
 

（
～
前
略
～
）
 

今
後
、
中
学
校
の
休
日
の
学
校
部
活
動
を
地
域
ク

ラ
ブ
活
動
に
移
行
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
は
、
学
校

部
活
動
に
つ
い
て
も
、
参
加
が
任
意
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
適
切
に
実
施

す
る
こ
と
が
一
層
重
要
と
な
る
。
 

そ
こ
で
、
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
部
活

動
の
在
り
方
を
示
す
た
め
、
新
た
に
示
さ
れ
た
国
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
県
方
針
を
参
考
に
「
上
尾
市
立

中
学
校
に
お
け
る
部
活
動
の
方
針
」
を
改
訂
す
る
。

な
お
、
改
訂
前
に
引
き
続
き
、「

市
方
針
」
は
、
運
動

部
と
文
化
部
を
対
象
と
し
た
学
校
部
活
動
全
体
の

方
針
と
す
る
。
 

「
市
方
針
」
は
、
生
徒
に
と
っ
て
望
ま
し
い
ス
ポ

ー
ツ
、
文
化
芸
術
活
動
の
環
境
を
構
築
す
る
と
い
う

観
点
に
立
ち
、
部
活
動
が
、
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
地
域
、
学
校
、
競
技
種
目
等
に
応
じ
た

多
様
な
形
で
最
適
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
、

適
正
な
運
営
や
効
率
的
・
効
果
的
な
活
動
の
在
り
方

に
つ
い
て
示
す
も
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
た
び
改
訂
し
た
「
市
方
針
」
に
つ
い
て
は
、

上
尾
市
立
中
学
校
に
係
る
部
活
動
の
方
針
の
改
訂

の
趣
旨
等
 

（
～
前
略
～
）
 

本
市
で
は
、
令
和
６
年
５
月
に
「
上
尾
市
に
お
け

る
部
活
動
の
地
域
展
開
に
向
け
た
基
本
方
針
」
を
策

定
し
、
そ
の
中
で
、
令
和
８
年
７
月
末
で
、
休
日
の

学
校
部
活
動
を
取
り
止
め
、
代
わ
り
に
上
尾
市
認
定

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
「
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
」
を
、

令
和
８
年
８
月
か
ら
休
日
に
完
全
展
開
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
 

な
お
、
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
と
同
様
、
平
日

の
学
校
部
活
動
に
つ
い
て
も
、
参
加
が
任
意
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
つ

つ
、
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
 

そ
こ
で
、
上
尾
市
教
育
委
員
会
で
は
、
休
日
の
学

校
部
活
動
の
地
域
展
開
後
（
令
和
８
年
８
月
以
降
）

の
学
校
部
活
動
の
在
り
方
を
示
す
た
め
、
新
た
に
示

さ
れ
た
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
県
方
針
を
参
考

に
「
上
尾
市
立
中
学
校
に
お
け
る
部
活
動
の
方
針
」

を
改
訂
す
る
。
な
お
、
改
訂
前
に
引
き
続
き
、「

市
方

針
」
は
、
運
動
部
と
文
化
部
を
対
象
と
し
た
学
校
部

活
動
全
体
の
方
針
と
す
る
。
 

（
～
後
略
～
）
 

１
 

本
市
の
現
状
に
合
っ
た
記
載
に
改
め
る
必
要
が

生
じ
た
た
め
。
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上
尾
市
立
中
学
校
に
お
け
る
学
校
部
活
動
の
み
を

対
象
と
す
る
。
な
お
、
本
市
に
お
け
る
休
日
の
学
校

部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移
行
に
つ
い
て

は
、
令
和
６
年
５
月
に
策
定
し
た
「
上
尾
市
に
お
け

る
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け
た
基
本
方
針
」
に
基

づ
き
推
進
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
～
後
略
～
）
 

２
 

３
 
適
切
な
休
養
日
等
の
設
定
（
１
）
 

ア
学
期
中
は
、
週
当
た
り
２
日
以
上
の
休
養
日
を

設
け
る
。
 

（
ア
）
平
日
は
少
な
く
と
も
１
日
以
上
を
休
養
日
と

す
る
。
 

（
イ
）
土
曜
日
及
び
日
曜
日
（
以
下
「
週
末
」
と
い

う
。
）
は
少
な
く
と
も
１
日
以
上
を
休
養
日

と
す
る
。
ま
た
、
部
活
動
は
、
原
則
「
土
曜

日
に
実
施
す
る
」
こ
と
と
す
る
。
 

※
な
お
、
日
曜
日
は
、
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ
地
域
ク
ラ
ブ
が

学
校
施
設
を
利
用
し
た
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
を

実
施
す
る
た
め
、
学
校
部
活
動
と
し
て
学
校
施

設
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

※
週
末
両
日
と
も
に
、
大
会
等
へ
の
参
加
の
た
め

活
動
し
た
場
合
の
休
養
日
の
振
り
替
え
は
、
原

則
と
し
て
、
翌
週
の
週
末
に
振
り
替
え
る
こ
と

と
す
る
。

イ
長
期
休
業
中
の
休
養
日
の
設
定
は
、
学
期
中
に

準
じ
た
扱
い
を
行
う
。
ま
た
、
生
徒
が
十
分
な
休

３
 
適
切
な
休
養
日
等
の
設
定
（
１
）
 

ア
学
校
部
活
動
の
実
施
は
、
原
則
と
し
て
、
平
日

の
み
と
す
る
。
 

※
土
曜
日
及
び
日
曜
日
（
以
下
「
週
末
」
と
い

う
。）
、
祝
日
は
、
原
則
と
し
て
、
部
活
動
を
実

施
し
な
い
。

イ
平
日
の
学
校
部
活
動
の
実
施
に
際
し
、
少
な
く

と
も
１
日
以
上
を
休
養
日
と
す
る
。
 

ウ
長
期
休
業
中
の
休
養
日
の
設
定
は
、
学
期
中
に

準
じ
た
扱
い
を
行
う
。
ま
た
、
生
徒
が
十
分
な
休

養
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
学
校
部
活

動
以
外
に
も
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
１
週
間
（
７
日
間
）
以
上
の
休
養
期
間

（
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
）
を
設
け
る
。

エ
平
日
の
活
動
時
間
は
、
２
時
間
を
限
度
と
す

る
。
ま
た
、
朝
練
習
は
実
施
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
下
校
時
刻
の
限
度
を
以
下
の
と
お
り
設
定

す
る
。
 

【
４
月
か
ら
新
人
体
育
大
会
ま
で
】
 

5
 

休
日
の
学
校
部
活
動
の
地
域
展
開
の
実
施
に
伴

い
、
休
日
の
活
動
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
。 

2



養
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
学
校
部
活

動
以
外
に
も
多
様
な
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
１
週
間
（
７
日
間
）
以
上
の
休
養
期
間

（
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
）
を
設
け
る
。
 

※
な
お
、
長
期
休
業
中
も
、
日
曜
日
は
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｏ

地
域
ク
ラ
ブ
が
学
校
施
設
を
利
用
し
た
地
域

ク
ラ
ブ
活
動
を
実
施
す
る
た
め
、
学
校
部
活
動

と
し
て
学
校
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
 

ウ
 
平
日
の
活
動
時
間
は
、
２
時
間
を
限
度
と
す

る
。
ま
た
、
朝
練
習
は
実
施
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
下
校
時
刻
の
限
度
を
以
下
の
と
お
り
設
定

す
る
。
 

【
４
月
か
ら
新
人
体
育
大
会
ま
で
】
 

午
後
６
時
０
０
分
 

【
新
人
体
育
大
会
後
か
ら
１
月
ま
で
】
 

午
後
５
時
０
０
分
 

【
２
月
か
ら
３
月
ま
で
】
 

午
後
５
時
３
０
分
 

エ
 
学
校
の
休
業
日
（
学
期
中
の
週
末
を
含
む
）
の

活
動
時
間
は
、
練
習
の
場
合
は
３
時
間
、
試
合
等

の
場
合
は
、
移
動
や
待
機
時
間
等
を
含
め
ず
、
３

時
間
を
限
度
と
す
る
。（
大
会
・
コ
ン
ク
ー
ル
等
に

出
場
す
る
場
合
を
除
く
。）

 

オ
 
学
校
閉
庁
日
は
、
休
養
日
と
す
る
。
但
し
、
全

国
中
学
校
体
育
大
会
に
出
場
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。
 

午
後
５
時
３
０
分
 

【
新
人
体
育
大
会
後
か
ら
３
月
ま
で
】
 

午
後
５
時
０
０
分
 

オ
 
長
期
休
業
中
の
活
動
時
間
は
、
練
習
の
場
合
は

３
時
間
、
試
合
等
の
場
合
は
、
移
動
や
待
機
時
間

等
を
含
め
ず
、
３
時
間
を
限
度
と
す
る
。
 

カ
 
学
校
閉
庁
日
は
休
養
日
と
す
る
。
但
し
全
国
中

学
校
体
育
大
会
に
出
場
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。
 

キ
 
で
き
る
だ
け
短
時
間
に
、
合
理
的
で
か
つ
効
率

的
・
効
果
的
な
活
動
を
行
う
。
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カ
 
祝
日
は
、
原
則
と
し
て
、
休
養
日
と
す
る
。
但

し
、
大
会
・
コ
ン
ク
ー
ル
等
に
出
場
す
る
場
合
や

祝
日
が
連
続
す
る
場
合
を
除
く
。
ま
た
、
土
曜
日

が
祝
日
と
な
っ
て
い
る
場
合
等
は
、
翌
日
の
日
曜

日
と
振
り
替
え
て
、
活
動
を
行
う
こ
と
は
差
し
支

え
な
い
。
 

キ
 
学
校
行
事
の
実
施
等
に
よ
る
振
替
休
業
日
は
、

休
養
日
と
す
る
。
 

ク
 
平
日
、
学
校
の
休
業
日
と
も
に
、
で
き
る
だ
け

短
時
間
に
、
合
理
的
で
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な

活
動
を
行
う
。
 

３
 

終
わ
り
に
 

（
～
前
略
～
）
 

○
 
本
方
針
は
、
こ
れ
ら
の
背
景
か
ら
、
生
徒
の
視

点
に
立
っ
た
、
部
活
動
改
革
に
向
け
た
具
体
の
取

組
に
つ
い
て
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
将
来
に
向

け
、
生
徒
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動
の
場
と

機
会
を
確
保
す
る
視
点
で
、
部
活
動
の
地
域
と
の

連
携
や
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
（
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸

術
活
動
）
へ
の
段
階
的
な
移
行
を
視
野
に
入
れ
、

生
徒
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
適
切
な
部
活
動
の

実
施
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
 

〇
 
そ
の
た
め
、
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
６
年
５

月
に
「
上
尾
市
に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
移
行
に

向
け
た
基
本
方
針
」
を
策
定
し
、
今
後
は
、
本
基

本
方
針
に
基
づ
き
、
段
階
的
な
学
校
部
活
動
の
地

お
わ
り
に
 

（
～
前
略
～
）
 

教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
６
年
５
月
に
「
上
尾
市

に
お
け
る
部
活
動
の
地
域
展
開
に
向
け
た
基
本
方

針
」
を
策
定
し
、
本
基
本
方
針
に
基
づ
く
、
段
階
的

な
学
校
部
活
動
の
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
展
開
を

着
実
に
進
め
て
い
る
が
、
今
後
も
、
本
市
の
生
徒
が

豊
か
に
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
に
係
る
体
験
が
で
き

る
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
、
最
適
な
在
り
方
を
検
討

し
続
け
、「
地
域
の
子
供
は
地
域
で
育
て
る
」
こ
と
が

可
能
な
体
制
を
整
備
し
て
い
く
。
 

10
 

本
市
の
現
状
に
合
っ
た
記
載
に
改
め
る
必
要
が

生
じ
た
た
め
。
 

4



 

域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移
行
を
着
実
に
進
め
て
い

く
。
な
お
、
取
組
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
国
、

県
の
方
針
等
を
踏
ま
え
、
生
徒
や
保
護
者
等
の
理

解
を
得
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
様
々
な

手
法
の
中
か
ら
選
択
し
た
り
、
複
数
の
手
法
を
組

み
合
わ
せ
る
な
ど
の
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
り

し
な
が
ら
進
め
て
い
く
。
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